
決算審査特別委員会第二分科会（健康福祉委員会所管）（2023 年 9 月 8 日） 

 

○西委員 創志会の西でございます。よろしくお願いします。 

通告に従いまして質問を進めさせていただきたいと思いますが、まず初め、日高少年自然 

の家、まあ、元日高少年自然の家ですね、について質問させていただきたいと思いますが、

１０款教育費、７項社会教育費、３目青少年教育費に関連してお聞きをしたいと思いますが、

まだ記憶に新しいわけでありますけれども、おととしの年末に、この日高の議論が本会議

等々でもされました。また、去年の初めにも議論をされたところであります。非常に、申し

訳ないですが、拙速な議論を非常にされました。そして、青少年の健全育成に非常に寄与し

ている施設であるにもかかわらず、何か財政的な理由だけでですね、どうしても廃止をする

んだという議論をされました。そしてＹＭＣＡに指定管理をされている委託期間、２年残っ

ているにもかかわらず、無理やり廃止をするというようなことがありましたけれども、はて、

財政的に効果が本当にあったんだろうか。当時から積算もかなり怪しい議論をされてまし

たけれども、この元日高少年自然の家廃止後の維持管理経費、どのようになってたか、お示

しください。 

 

○藤原子ども育成課長 元日高少年自然の家の維持管理経費に係る令和４年度の決算額は、

自家用電気工事工作物保安管理や、機械警備業務の委託料で１２６万２，７６１円。光熱水

費で５２万９，５０１円であり、合計１７９万２，２６２円であります。また、維持管理経

費とは別に土地賃借料として２５２万７，０００円。施設売却に当たり、不要な廃棄物処理

経費として１９８万７，８００円を支出しております。以上です。 

 

○西委員 その結果ですね、去年中にどういうふうに処分されたのかなというふうに思うわ

けでありますが、非常に大急ぎの議論がされていたと思いますが、結果、去年度において、

どうなりましたか。あと現状についてお示しください。 

 

○藤原子ども育成課長 令和４年４月１日の施設廃止後、再度、当該施設を災害避難所に位

置づけていた日高町や和歌山県と協議いたしましたが、施設を取得する意向はございませ

んでした。その後、施設の売却について検討を進め、土地所有者に施設と土地をセットで売

却することについて了承が得られたため、令和５年１月１０日に一般競争入札による売却

を実施いたしました。この入札の結果、令和５年４月に落札者が決定し、売買契約の締結に

向け調整を進めておりましたが、落札業者から契約辞退の届出があり、令和５年８月２５日

付で受理し、契約が不成立となりました。以上です。 

 

○西委員 結局、１年たってもそのまま残っているということだと思いますが、あのときは、



何か日高町や和歌山県にも引き取ってもらえる可能性があるかのようなニュアンスの話も

されていたと思いますし、いろんな可能性があった、あるかのように言われていましたけれ

ども、結果、今もそのまま残っていると。ちょっと、１点確認をしたいんですが、応札、入

札したのは１社だけですよね。 

 

○藤原子ども育成課長 入札の応札業者は１社のみです。以上です。 

 

○西委員 非常に、基本的には反応があまりこれをお金をかけて使いたいという人が、そも

そも少なかったということだと思いますが、売れなければ、その金額が賄うに足りるものか

どうかも分かりませんけれども、財政危機脱却プランで、何かお金が足りないから、お金的

にメリットがあるから、これを売らなきゃいけないんだって言われたことが本当に妥当だっ

たかどうかさえ分からないわけでありますけども、今後どのように展開されるのかお示しく

ださい。 

 

○藤原子ども育成課長 今回の結果を踏まえまして、契約条件等を見直し、建物の不動産鑑

定等の事務手続を経て、再入札を実施する予定です。スケジュールとしましては、本年度中

の再入札をめざしてまいります。以上です。 

 

○西委員 まあ、再入札終わらないと、そして契約終わらないと、そのことの評価というの

は作業しづらいわけでありますけども、本当に指定管理の残期間２年あった中で、やるべき

ことだったのかなあと、改めて思わざるを得ないわけであります。さらっと、建物の不動産

鑑定等の事務手続を経てとおっしゃいましたけれども、やっぱりこれ１年間で潮風にさら

されて、建物の劣化はどんどん進んでいくわけですよね。そうすると、普通に考えて売値は

少し下がっていくんじゃないかということもあります。どんどん財政的な貢献度は下がって

いく。本当にこんなんでいいんだろうかなと思うわけでありますが、では１年間で、延びた

ことで、少しは得があった、得という言い方は正しくないですね、財政面での効果があった

と言えるのかなと期待をしたいわけでありますが、そうでもなければ、このなくなったこと、

本当に周りの皆さん悲しんでますし、意味があったのかなと疑問を持ってましたので、せめ

て財政面での効果を入れないと、いろんな人が浮かばれない思いをすると思いますけど、い

かがですか。 

 

○藤原子ども育成課長 施設廃止に係る財政面での効果については、施設の管理運営経費で

ある指定管理料５，５５１万円を施設廃止前の必要経費とした場合、令和４年度においては、 

廃止後の施設管理維持経費１７９万２，２６２円と土地賃借料等４５１万４，８００円を差 

し引きますと、約５，０００万円の経費削減となっております。以上です。 

 



○西委員 サービスをですね、青少年の健全育成のサービス、様々な効果が、あと１年あれ

ば、もっとたくさんの子どもたちがいろんな経験ができたのになと思いながら、それは税金

は１円とも無駄にしたらいけないのかもしれませんが、５，０００万円なんですね。非常に

残念です。また来年、この決算で、じゃあ、全体としてどういう効果があったのか、ぜひレ

ビューをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

次の項目に移ります。アスマイルの費用対効果について。３款民生費、第１項社会福祉費、 

４目老人福祉費に関連してお聞きをしたいと思います。このアスマイルについてもですね、

非常に多くの議論がありました。健康への関心が低い高齢者は本当に特定できるのか。高齢

者の皆さんにしっかりと長寿になっていただくために、これが本当に費用対効果として正し

い事業なのか。多くの高齢者の皆さんに健康になっていただけるのか。そう言える事業なの

か。そういう心配をたくさん議会の中でありました。そのことについて、お聞きをしたいと

思いますが、まず初めに、アスマイルについて取組内容と令和４年度の決算額についてお示

しください。 

 

○幸地長寿支援課参事 本市では、高齢者健康増進施策の一環として、令和４年度から大阪

府の健康アプリ、アスマイルの普及促進に重点的に取り組んでおります。令和４年度の具体

的な取組内容として、令和４年７月からアスマイルに市町村オプションを付加し、６０歳以

上の市民を対象に抽選で１，３００名に２，０００円分の電子マネーが当たる新規登録キャ

ンペーンを実施いたしました。この新規登録キャンペーンの下、広報さかいや公式ＳＮＳで

の情報発信、介護保険料通知など市から送付する各種通知でのＰＲなど、様々な機会でアス

マイルの周知を図ってまいりました。また、各区のふれあいまつりや健康増進イベントなど、

高齢者が多く集まる市内の様々なイベントでアスマイルの紹介や、登録サポートを実施した

ほか、堺市自治連合協議会などの地域団体や各種関係機関、民間企業などと連携しアスマイ

ルの周知・ＰＲを行ってきました。これらのアスマイルの普及促進に係る令和４年度決算額

としては７３８万円となります。以上でございます。 

 

○西委員 この間の大綱質疑でも、局長がですね、アスマイルを、加藤議員の質問で、健康

長寿の実現についてどのような取組をされてきたかについて聞かれた中で、非常にアスマ

イルが中核的な取組かのように御説明をされました。何かこのことによって、堺市全体の健

康長寿の実現につながるんじゃないかというように、期待できるかのような御答弁をされ

たかのように思いますが、どのように答弁したかお示しください。 

 

○幸地長寿支援課参事 ８月２９日に行われました本会議大綱質疑の加藤議員の代表質問

におきまして、令和４年度当初予算重点項目の健康長寿の実現に係る実績に関する御質問

を受けまして、健康福祉局長からアスマイルに関して次のように御答弁をいたしました。 



第１に、健康アプリを活用した生活習慣の改善について、大阪府の健康アプリ、アスマイ 

ルに市町村オプションを導入して、堺市独自のポイントを付加し、６０歳以上の市民を対象 

とした新規登録キャンペーンを展開した。その結果、６０歳以上の市内登録者は前年度末５， 

０８４人から１年間で１万４４５人にまで倍増するなど、高齢者を中心にアプリの普及を進 

めることができた。以上でございます。 

 

○西委員 まあ、そもそも堺市の高齢者は何万人いらっしゃるんでしたっけと思うわけであ

ります。その中で、このことを大々的に、１万４４５人に倍増したということを、高齢施策

の健康長寿の政策の中心的な話としてお話しをされることに大きな違和感があったわけで

ありますが、さらにですね、新規登録キャンペーンを展開した、その結果、倍増したと。本

当に皆さんそう思ってますか。こういう言い方をするから、市役所に対する不信を呼ぶと思

うんですよね。大阪府は大阪府で独自のキャンペーンを実施をしていると、そのことが、あ

の予算審議の中でも議論になったはずであります。そのことの政策効果をしっかりと判断を

して、その引き算をした上で、皆さんのキャンペーンの効果によってこれぐらいの効果があ

ると言えないと、皆さんの新規登録キャンペーンの結果増えましたなんて、疑問でしょう。

誤解を呼ぶような答弁をわざわざする意味は何なんですか。今年の予算審査の分科会でも明

らかにしましたけれども、１２月末時点の数字を基に言いましたが、堺市独自のキャンペー

ンの効果は２，０００人ぐらいの程度でありました、１２月末時点で。その数字の細かい話

は、今もう重複を避けますけれども、大阪府の伸び率、そして高齢者の分の伸び率、様々な

勘案をすると約２，０００人、１２月末から３月末まで少し増えてるとは思いますけれども、

独自のキャンペーンの効果は、誤差はありますが、その程度の数であります。こういう言い

方はやめてもらいたいと思います。取組の効果について、市はどのような認識を持ってます

か。 

 

○幸地長寿支援課参事 ６０歳以上のアスマイルの登録者を令和４年度の１年間で５，００

０人増やすことを目標に取り組んできた結果、５０歳以上の登録者は５，０８４人から１万

４４５人まで２倍以上に増加し、当初の目標を達成いたしました。また、全体の登録者数は

１万５，９６９人から２万４，２６５人にまで１．５倍以上に増加しました。様々な形でプ

ロモーションを行ってきた結果、高齢者を中心に普及が進んだものと考えております。以上

でございます。 

 

○西委員 普及は進んできたんだと思います。ただ、５，０００人です。この６５歳、６０歳

以上で５，０００人増加ということですけども、さっき申し上げたように、府の伸び率、そ

して堺市全体の伸び率、そして、堺市の高齢者の部分を取り除いた場合の伸び率で計算をし

ていくと、春は２，０００人ぐらいじゃないかということを申し上げましたけれども、実際

のところ、市町村オプションの効果、どのように考えているかお示しください。 



 

○幸地長寿支援課参事 アスマイルのプロモーションを行った際には、市町村オプションを

基にした新規登録キャンペーンを常にセットでＰＲしてきたため、市のキャンペーンだけ

の純粋な効果を測ることは難しいのですが、開始後のアンケート調査で、６０歳以上の新規

登録者の４３．２％がアスマイルを利用しようと思った理由として、新規登録キャンペーン

があったことを上げており、市町村オプションが登録者の増加に寄与したのは間違いないと

考えております。以上でございます。 

 

○西委員 難しいとおっしゃるんですけど、今、実は答えの中でおっしゃってるんですよね。

あえておっしゃらないんですけど。さっきの伸び率から計算して、春では２，０００人程度

じゃないかと申し上げましたが、皆さんの御答弁の中では、６０歳以上登録者の４３．２％、

まさに５，０００人、５，０００人の６０歳以上新規登録者の４３．２％、まさに２，００

０人強が、この市町村オプションの効果で増えた人数と言えると思います。そこに７００万

円以上使ったとするとですね。１人当たり３，５００円程度もかけて、６０歳以上の高齢者

の皆さんのアスマイルの登録を獲得した、健康になったわけじゃないんですよ。登録を獲得

しただけなんですよ。その登録を獲得して、当初から各会派の議論の中にもありましたけれ

ども、本当に健康を増進しなきゃいけない高齢者の皆さんを獲得できてるかどうかも分か

らない。そういう状況であります。本当にそんなことより、ほかのことをやったほうがよか

ったんじゃないの。もっとほかのことに、高齢者の健康、健康になってほしい高齢者の皆さ

んに、お金をかけて増進策をやらなくちゃいけなかったんじゃないの。効果としてどうなの

よと思いますけれども、果たしてそれだけの価値あったんですか、お示しください。 

 

○幸地長寿支援課参事 令和４年度は普及促進に重点的に取り組んだ初年度ということも

ございまして、本市におけるアスマイルの認知度は十分でなかったために、ある程度の費用

をかけてでも実施する必要があったものと考えております。様々な形でプロモーションを進

めてきた結果、昨年度は新規登録者の目標を達成することができました。今後、アスマイル

の認知度が高まり、一定、普及が進めば、登録者を増やすだけではなくて、アスマイルを活

用して市民の主体的、継続的な健康活動を促す方向に力を入れて取り組むことも必要と考

えております。以上でございます。 

 

○西委員 そう答えるしかないんだと思います。聞くところによれば、健康福祉局の皆さん

ですね、去年度の局長さん、意地でも達成するんやと言って、若手の職員さん、大動員して、 

悪名高いゼロ予算ですから、ゼロ予算で市の職員さんの人件費は気にせずに大動員して、必 

死で登録活動した結果、何とか５，０００人達成したというふうに、一部からは聞いており 

ます。そのような無理をあまりせずに、しっかりと効率的に高齢者の皆さんの健康長寿のた

めに、取り組んでいただくことを改めてお願いしたいと思います。この程度で議論を終わら



せていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 

次の項目に移らせていただきます。社会福祉法人の指導監査について。３款民生費、１項社

会福祉費、第１目社会福祉総務費に関連をしてお聞きをしたいと思います。先月、保護者の

方からＬＩＮＥが送られてきて、ＪＰＥＧの画像が送られてきて、この記事が送られてきて、

最初何のことかなと。私、実は東京にいたんですけど、非常に目をむきました。思わず言葉

を失ってしまったわけでありますが、維新・馬場代表、社会福祉法人疑惑、のっとりを告発、

ふん、そうかそうかと記事を読んでいたら、私の事務所から徒歩２分のところの保育園を運

営をされているドレミ福祉会のことが記事の中に書いてあった。非常に言葉を失って、その

場の会話がなくなってしまったわけでありますが、その本文中に、運営に社会福祉法違反の

疑いがというタイトルがされていて、厚労省の見解も載っているので、保護者の皆さんから

はですね、大丈夫と、何か聞いてへんのかと。いや、そもそもその記事を、今ここで見まし

たけどという感じだったんですが、堺市が、社会福祉法人、しっかりと監査をしてると思い

ますし、少なくとも去年までは監査を、今年になってどうなってるかはまだ確認をしてませ

んが、去年まで監査しっかりやってるから大丈夫だと思うよと。帰ってから確認をするわと

いう話をしました。今後の方針がどう変わるのか。園の運営は大丈夫なのか。保護者の皆さ

んは心配をされています。私の近所でもですね、ここの保育園、非常に、木を使ったすばら

しい保育園で、どうしても行きたいんだというふうに、私のところまでおっしゃってこられ

た保護者の方も、過去にずっといらっしゃった、そういう保護者の方から声をいただきまし

たけれども、初めてお会いした保護者の方も、私、西区の北東に事務所がありますが、南の

ほうからいらっしゃって、ほかの議員さんに相談したら、ちょっと対応できないということ

だったので、あなた質問せえというふうに、初めてお会いする方からも言われましたけれど

も、堺市がちゃんとやってるから大丈夫だよということを言ったわけでありますが、それは

何が根拠かというと、堺市の皆さんが指導監査をしっかりやってるから、と思うからです。

この指導監査の目的をお示しください。 

 

○土中健康福祉総務課参事 社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法第５６条第１項

の規定に基づき、法人の自主性及び自立性を尊重し、法令または通知等に定められた法人と

して、遵守すべき事項について、運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社

会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的としています。以上でございます。 

 

○西委員 それは条文上というか、ルール上ちゃんと書いてある文語的な話なんですが、そ

れは何を指しているかというと、やっぱり市民の皆さんが、安心をして福祉サービスを受け

取ることができる、利用することができる、そのために社会福祉法人が継続的に安定的な経

営を行ってるよという、ある意味お墨つきを地方自治体が与えていくということのためにで

すね、やっておられるんじゃないか、それだけが目的じゃないかもしれませんが、それも目



的だと思いますが、いかがですか。 

 

○土中健康福祉総務課参事 社会福祉法人が継続的に安定的な経営を行うことは、市民が安

心して福祉サービスを利用することにつながると考えております。以上でございます。 

 

○西委員 まさに、安心して福祉サービス受けれるのは、堺市が指導監査をやってるから、

私が説明したことが間違いなかったのかなと、この話をしながらですね、思ってたわけであ

りますが、指導監査の実施周期っていうのはどのようになってるかお示しください。 

 

○土中健康福祉総務課参事 社会福祉法人の指導監査につきましては、国通知及び堺市社会

福祉法人等指導監査実施要綱の規定に基づき、原則として３年に１回実施しています。以上

でございます。 

 

○西委員 当該社会福祉法人への前回指導監査の実施時期についてお示しください。また、

この記事中には、前理事長の話がたくさん出てきますが、監査に応対されてたのかお示しく

ださい。 

 

○土中健康福祉総務課参事 当該法人への指導監査につきましては、令和２年１０月に実施

し、前理事長は監査の際、応対されておられました。以上でございます。 

 

○西委員 今般の週刊誌報道がされていて、前理事長の健康状態について報道されています

が、当時はどうだったのかお示しください。 

 

○土中健康福祉総務課参事 令和２年１０月に実施しました監査におきましては、法人が令

和元年６月に理事長を選任した際の書類を確認しております。その際に、前理事長から法人

に対して提出されています社会福祉法上の欠格事由に該当しない旨の誓約書を監査の場で

確認しております。以上でございます。 

 

○西委員 確認をしていただいてるということで、改めて指導監査は大いに意義があったか

なというふうに思うわけでありますが、しかしながら、令和２年１０月の監査ということで、

約３年近くたっていると。まさにこの記事中、全体細かくは申し上げませんが、ここ数年の

間のことをずっと書いてあるわけですね。その中で、じゃあ、私が、いや監査してるから大

丈夫だと思うよと、とりあえず反射的に答えたことが本当に正しかったのかどうかっていう

のは非常に、その答えをした責任として、よかったのかなと、これは単なる私の問題ですが、

いいのか、よかったのかなというふうに思うわけでありますが、この本文中にこう書いてあ

るんですね、厚労省の社会援護局福祉●●●課の担当者が話すと。法人の財産を自身で管 



理・処分できない程度に判断能力が欠けてる人は社会福祉法が定める理事の欠格事由に該

当します。そのような人が理事に就任していれば、違法状態です。理事が欠格事由に該当し

ないか、法人が確認する。本人判断がおぼつかない場合などは必要に応じて医師の診断を受

けてもらうなどして確認すべき。瑕疵がある場合は行政指導の対象ですと書いてあるんです

ね。まさにこのことを保護者の皆さんも懸念をされているわけでありますが、この週刊誌報

道の中で疑惑とされている令和５年度の理事長交代の手続及びこの数年間の議事録、本当

にその方が押印をされているのかということの確認をしているのかどうか。私の地元でもで

すね、私の所属する自治会でも、財団法人の押印が、違う方が押されていて、最高裁判決が

出てしまったということもありましたので、まさにこの自治会の中にいる保護者の方も言

われているわけでありますが、この押印について監査が適切に確認をしているのか、お示し

ください。 

 

○土中健康福祉総務課参事 当該法人の理事長変更につきましては、法令上、本市が備える

べき社会福祉法人台帳の記載事項の変更となるため、社会福祉法人に対して届出を求めて

おります。令和５年６月の当該法人の理事長変更につきましては、令和５年７月６日付で届

出書が法人から本市へ提出されており、理事長の選任については、書面上、適正に行われて

いたことを確認しております。また、議事録への押印につきましては、令和２年１０月の監

査実施の際には、書面上、定款に定められた記名押印がなされていたことを確認しておりま

す。以上でございます。 

 

○西委員 令和２年１０月の監査実施のときは確認をしてるけれども、それ以降については、 

理事長選任のところについては確認をしているが、書類の適正さには確認をしてるけれども、 

その押印が本当に行われたのかどうかとかですね、この書類の適正性について監査以降の

事実確認はされていないということだと思います。そういった意味では、こんだけの報道が

出て、これ保護者のＬＩＮＥの中でも、いろいろ回ってるんですね、この記事も。そういっ

た意味では、本当にこの押印が適切だったものかとかですね、この記事が、この雑誌記事が

事実誤認なのか。それ事実誤認で実際は適正に行われているのか。もしくは、そうじゃない

のか、しっかりとこの所管している部署が確認をしていただく必要があると思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

 

○土中健康福祉総務課参事 今後、当該法人に対しましては、必要な範囲で状況確認をして

いきたいと考えております。以上でございます。 

 

○西委員 保護者の皆さんが不安に思ってますし、地域の中にも施設がありますので、その

持続可能性も不安に思っているのは事実であります。これだけの記事が出ましたからね。そ

のことについてですね、しっかりと監査をしている部署として確認をしていく、それは必要



なことだと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 

次の項目に移ります。３款民生費、３項児童福祉費、３目心身障害児福祉費のうち、こど 

もリハビリテーションセンター管理運営事業の概要及びこどもリハビリテーションセンタ

ー指定管理料をお示しください。併せて、堺市社会福祉事業団における指定管理業務に係る

収支決算額をお示しください。 

 

○大伴障害支援課長 当該事業の令和４年度決算額は６億９，７８５万９，１０５円で、う

ち北・南こどもリハビリテーションセンターの管理運営に係る指定管理料は６億１，５８３

万５１６円でございました。また、堺市社会福祉事業団における指定管理業務に係る決算額

は、収入１０億２，３５９万３，２５７円。支出１１億４，３３２万６，９２９円で、約１

億１，９７３万円の赤字となっています。この赤字につきましては、新型コロナウイルスの

影響による利用料金収入の減少などがあり、令和３年度以降の収支の不足分につきましては

令和２年度までに累積した剰余金の充当により対応しております。剰余金につきましては、

過剰な収支差額や内部留保を生じさせないよう、平成３０年度の出資団体監査において御

意見があり、以降、より適正な指定管理料の積算に努めてまいりましたが、一方で累積した

剰余金には具体的な使途がないため、その活用として、令和３年度以降、指定管理事業にお

ける事業団の収支不足分に充当することを本市が申入れをし、事業団が了承したものでご

ざいます。しかし、令和４年度の出資団体監査におきましては、赤字前提の予算編成は適切

ではないという趣旨の御意見もございました。なお、次期指定管理者の選定に係る指定管理

料につきましては、適正な収支額を見込んだ積算を行っております。以上でございます。 

○西委員 これ、調べれば分かることだったんだと思いますけど、驚くべき事態なんですよ

ね。我々予算書を見て、この指定管理これぐらいかかるんじゃないかというふうに、かかっ

てるんだなと理解をするところですね、適正な価格ではなくて赤字前提の価格が載っていた

と。そうすると、ここから、次、来年になって予算変化を、予算書を見て追いかける、決算

書を見て追いかけるとしても、高くなったのか、低くなったのかは、一見分からない。不思

議なことが行われていたんだなというふうに改めて思うわけでありますが、これ、ほかの予

算書と行ったり来たりすれば分かることなのかもしれませんが、適正な評価をしにくい、し

づらい状況だったんだなということは驚きなわけでありますが、この次期管理者の選定に

当たって、どのように指定管理料を積算されているのでしょうか。また、さっきの話も関連

になりますが、現在職員が欠員を生じているというふうにお聞きをしています。そうすると

ですね、欠員を戻してしまえば、やっぱり増額がされる。適正な金額はどのようになってる

のか、本当に分かりにくい状態なってるなというふうに思うわけでありますけども、積算に

あって、その人数はどうされるんですか。本来あるべき姿で計算をすべきだと思いますが、

どのようにされるのかお示しください。 

 



○大伴障害支援課長 次期指定管理期間の指定管理料の積算に関しましては、まず支出全体

の７割以上を占める人件費につきまして、それぞれのリハビリテーションセンターで事業

を実施するのに必要な職種ごとの人員配置を精査し、必要となる金額を見込んでおります。 

積算に当たりましては、現在欠員の人数も含めて精査をしております。物件費につきまして

は、令和４年度決算額をベースに、エネルギー価格の高騰や送迎バス借上料の運賃引上げな

どの要因を考慮し、経費の積算を行いました。また、収入につきましては、利用料金収入が

新型コロナウイルスの影響を受ける前の水準まで回復すると見込んで計算しております。以

上でございます。 

 

○西委員 含んで、現在欠員の人数も含めて積算をするということですから、ひとまず了と

したいと思いますが、非常に違和感のある、これまでの支払い方だったなということは改め

て申し上げたいと思います。この大綱の中でも御答弁がありまして、非常に私としては、不

信を持った言い方であったわけでありますけれども、北こどもリハビリテーションセンタ

ーに新しい事業者が選定された場合であっても、社会福祉事業団から、つまり、これは旧と

読めますけど、社会福祉事業団から新事業者にこれまでのノウハウをフィードバックするこ

とで、充実したセンター運営を期待できる、おかしな言い方ですねと思いました。本会議で

も聞きました。旧の事業者から新の事業者にノウハウをフィードバックする、これは民の契

約じゃなくて公の契約だから違うんだということをおっしゃりたいかもしれませんが、普

通、契約を打ち切った事業者から、新しく選定された事業者にビジネスリソースとも取れる

ノウハウを提供するって、そんなおかしなことは書いてほしくないんですね。あんまり契約

としては非常識だと思います。ただ、公の契約は違うんだということなのかもしれませんが。 

そういった中で、このノウハウという言葉は抽象的な表現だったので、答弁の中でおっし 

ゃいましたけれども、具体的に、しっかりと仕様書等に記載をしていくということだったと 

思いますが、具体的にお示しいただけますか。 

 

○大伴障害支援課長 ノウハウのフィードバックとは、南こどもリハビリテーションセンタ

ーを管理する堺市社会福祉事業団が２９年間にわたり現場で蓄積してきた障害児通所支援

事業所、学校、認定こども園、医療機関、その他社会資源との連絡調整の方法、留意点等に

ついて引き継ぎだけでは困難な事業運営上での課題や情報の共有といったことを想定して

おり、その旨を募集要項や申請要項及び業務仕様書に明記いたしました。具体的には、就学

児や転園児等の関係機関との情報共有のルールと、学校園ごとの引継ぎの留意点、利用児の

家族や支援者との情報共有の方法など、支援を行う中で随時必要となる助言と考えておりま

す。特に、要保護児童である場合や、保護者の方に障害のある場合などは、関係機関も多く、 

支援者との的確な情報共有を行い、丁寧な支援が欠かせないため、南こどもリハビリテーシ 

ョンセンターからの継続的な助言が必要と考えております。以上でございます。 

 



○西委員 誤解が呼びにくくなる表現になったということは、積極的に評価をしたいなとい

うふうに思うわけであります。基本的にビジネスリソースに関わる部分、パテントは関係な

いですよ、いろんなノウハウ、ビジネスリソースに関わる部分を前の事業者から新しい事業

者に提供するようなことは絶対あり得ないですから。そうじゃなくて、堺市特有の事情の、

様々な引継ぎに近い要素のことで、ただ引継ぎに、期間の中で、以外で引継ぎの内容が起き

たときにお話しをしていたことは、これは普通の善意の関係としてはあってもいいとは思い

ますけれども、そういったことにごく限定をされるように、しっかりとこの評価の中でも、

考慮していただくことをお願いしたいなというふうに思います。何が言いたいかというと、

そのような、先ほど申し上げたような、ちょっと常識的に考えられないようなことはですね、

我が堺市は言ってほしくない、そう思いますので、ぜひよろしくお願いします。大綱で答弁

がありました、私子どもの心に傷をつけてでも、こんなことやらなくちゃいけないことなん

ですかということをお聞きしたときに、局長御答弁の中でですね、募集要項や仕様書等に利

用者との信頼関係や継続性の重要性をしっかり書いていくというふうにおっしゃったと思

いますが、これについては対応していただいたかお示しください。 

 

○大伴障害支援課長 募集要項と申請要項及び業務仕様書に利用者との信頼関係の構築と

子どもへの支援の継続性に努めることと明記をいたしました。また、利用者との信頼関係の

構築について及び支援の継続性及び連携についての考え方を審査項目に入れ、企画提案書

にこれらの考え方について記載を求め、審査において適切に評価をいたします。以上でござ

います。 

 

○西委員 適切に評価していただくことって、非常に重要なことだと思います。ほかの指定

管理との大きな違い、当局の皆さんと議論をしてると、一番思うのは、利用者の子どもたち

の環境変化を極力抑えること、そして子どもたち、それぞれ特定の、その子どもたちがしっ

かりと安心ができることの大事さっていうのは、当局の皆様、非常に理解をされてるという

ふうに感じますし、信じたいというふうに思います。ほかの指定管理の場合は、場合によっ

ては、この利用者じゃなくて、この利用者の方は、もしかして、残念ながら失ってしまうか

もしれないけれども、新たな利用者をもっともっと獲得できるということが、場合によって

は評価されるということがあるのかもしれませんが、この施設の場合は、目の前に、この子

たちの環境をしっかり守っていくことっていうことが、ほかの指定管理と比較をして極めて

大事なことなんだと思います。それは、私はもともと思ってましたけれども、当局の皆さん

と議論の中で、改めて強く強く感じたところであります。この指定管理の特性の違いという

ことですね。同じ指定管理として、ほかのことと同列に扱わずに、しっかりこのことを議論

していただきたい。それが新しい事業者になるかどうかというのは、そこのことをしっかり

評価をした上で、スイッチをしていくなり、しないなり、そういうことは議論していく。そ

の評価をする、大事にしていただきたいというふうに思います。そのことができるかどうか



をしっかり議論していただきたいというふうに思います。そのことに関連して気になるわけ

でありますが、大綱の中でも小堀委員から申し上げましたけれども、もともと、これ要項を

示すと言ってた時期から、議会に答弁をした時期から大きく短縮をされてるんですね、大き

く遅れてるわけですね。結果的に、ほとんど選定期間２か月しかない。本当にこんなんで大

丈夫なのかなと、さっき申し上げたように、子どもたちが安心して、ここで生活ができるよ

うになる、療育を受けれるようになる。そういう環境が担保されるようなことを評価できる

のかな。２か月ですよ。まず、提案書を普通改めて公募にかかって、全く新しい事業者さん

が応募してくるとしたら、しっかりと検討していただかなきゃいけないし、それを検討した

ものを皆さんに評価をしていただく必要があると。にもかかわらず２か月しかない。本当に

このような短い期間応募してくる事業者があるのか。そして、適切な選定ができると思われ

てますか。まあ、思われてるとお答えをされるしかないのかもしれませんけど、思われてま

すか。 

 

○大伴障害支援課長 本市の指定管理者制度活用のためのガイドラインにおきましても、公

募期間についてはおおむね２か月程度を確保することとなっております。企画提案書に考え

方をまとめ、プレゼンテーションの準備をするのに必要な期間を確保していることから、募

集に応じていただくことができ、適切な選定ができると考えております。以上でございます。 

 

○西委員 さっき申し上げたように、この指定管理の特殊性というものを一緒くたにしてほ

しくない。だけど、やっぱり一緒のように答弁をされる、そのことには不信があります。 

でも、皆さんはできるということで、それを信じたいと思いますが、様々な意見を我が会 

派からもしてますし、ほかの会派の皆さんからも指摘が出ています。このことをしっかり受 

け止めていただいて適切な評価をしていただくことをお願い申し上げまして、私の質問を終 

わります。ありがとうございました。 


